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ジェーン・スマート Jane Smart 

国際自然保護連合（IUCN）生物多様性保全グループディレクター 

種のプログラム代表 

 

生物多様性保全グループは、種のプログラム、保護地域プログラム、世界海洋

プログラム、侵略的外来種プログラムで構成される。またIUCNコアプログラム

（2009-2012）の促進に中心的役割を担う。種のプログラム代表として、スイス、

アメリカ合衆国ワシントンDC、イギリスケンブリッジの35 人のスタッフと、

「IUCN絶滅危惧種レッドリスト」の編集・出版を担当。種の保存委員会フォー

カルポイント。植物学を専攻し、植物生態学者としてキャリアをスタート。 

1989年、Plantlife Internationalを創立し、初代最高責任者となる。1993年ヨーロッ

パにおける植物保護組織のネットワークであるPlanta Europaを設立。IUCN事務

局に加わる以前は、IUCNイギリス委員会の代表を務め、また種の保存委員会植

物保護小委員会のメンバーを長期にわたり務めた。国際的な保護活動に対し

2003年OBE（大英帝国勲章）を授与された 

 

 



【はじめに】竹下信雄（生物多様性JAPAN） 

今日は「生物多様性JAPAN」という私どものNGO主催の特別講演会にお越しい

ただきありがとうございます。 

イギリスからジェーン・スマート博士をお招きして、IUCNのレッドリストにつ

いて学ぶということで3時間ほどお話をうかがい、また質疑応答を進めたいと思

います。私は本日司会を務めます生物多様性JAPANの竹下（信雄）と申します。

よろしくお願いいたします。 

まず、生物多様性JAPANの歴史をお話します。1992年にブラジルのリオで環境

サミットが開かれました。その前から生物多様性という概念をいろいろ勉強し

ようということで、主に東京でですが、研究者や国会議員、NGOの人が集まっ

て勉強会をやっておりました。それがながれながれて生物多様性JAPANという

形で活動をやっております。私どもは生物多様性JAPANという言葉は長いので、

身内では「生J（ナマジェイ）」といっております。発音もきれいなので、私は

気に入っております。 

今日はスマート博士には基本的に英語でお願いしております。逐語通訳がつき

ますので、多少時間はかかりますけれども含みおきいただきたいと思います。

通訳はサイマル・インターナショナルの池田かおるさんにお願いいたします。 

今日お配りした資料は英語のままをプリントアウトしたものがお手元にあるか

と思いますが、パワーポイントのスライドが80枚ありまして全部翻訳すること

ができませんので、とりあえずはその英語版で我慢していただきたいと思いま

す。もっと詳しくきれいなものを見たいという方は、生物多様性JAPANのWeb

サイト（http://www.bdnj.org/activity/100228.html）にすでに掲載しておりますの

でご覧ください。 

今日のお話は8つの項目にわけて進行いたします。ひとつずつのまとまりが終わ

りましたら、その時のお話について質問を受けるという形で進めたいと思って

おります。 

それでは、ジェーン・スマート博士にお願いいたします。 

 

 

【ジェーン】ご紹介どうもありがとうございます。 

皆様こんにちわ。本日は足元の悪い中、しかも寒い日にもかかわらずいらして

いただいて、とてもうれしく思っております。今回は逐次通訳付きということ

ですので、私もゆっくりめにしゃべるようにといわれていますので、早口にな

ったら気をつけなくてはいけないと思っています。 

実は今日は3冊くらいパワーポイントを用意してきたのですが、時間の制約がご

ざいますので1冊目しかお話できないと思います。時間が残れば、あと2つも触



れてみようかと思っています。 

私の履歴についてはもうご紹介があったかと思うのですが、詳しくはご紹介し

ませんけれども、もともと私は植物学者及び植物生態学者でして、本日生花が

飾られていてとてもうれしく思っています。野生のものではないとは思います

が……。 

今回は8つの部分にわけてお話したいと思っております。ひとつひとつの部分が

終わるごとに質疑応答させていただきます。ご理解できなかったところは、遠

慮なく何でもけっこうですのでお聞きになってください。 

レッドリストについての一般情報は皆さんももっていらっしゃると思うのです

が、すべて知っておられるということではないと思いますので、ぜひ何なりと

ご質問をお願いします。 

 

 

What is The IUCN Red List? 
【4】 

 
まずIUCNというのは、どういうものでしょうか。絶滅危惧種についてレッドリ

ストをつくっているのですが、これはいってみれば危惧リストに応じて分類す

る枠組みということになるのです。現在もすでに両生類の1/3、哺乳類の1/4、

鳥類の1/8、および一番最後のところにXと書いてありますが、実は植物種につ

いては総数がつかめないということで、どのくらいかというのはわかっていな

いのです。海洋植物、淡水植物、まだまだわかっていないところがあるので「X」

と記しておきました。これだけ危惧リストに掲載されているということです。

植物についてはのちほど詳しくお知らせいたします。 

IUCNの「レッドリスト」というのは、世界で最も包括的な植物及び動物につい

て現在どのくらいの保存状況にあるのか、集積している情報であります。絶滅



危惧のリスクについて客観的な観点から評価するシステムといえます。 

それぞれの種というのはその個体群動向、個体群のサイズ、及び地理的な生息

の広がりに照らし合わせて、8つあるカテゴリーの中で基準に基づいて分類され

ます。種の中で絶滅寸前、絶滅危機もしくは危急と類型されるものは、総称し

て絶滅危惧種というふうに呼んでいます。つまりレッドリストに掲載している

からといって、すべてが絶滅危惧ではないということです。 

ということで全体を見ますと、IUCNのレッドリストというのは絶滅危惧種、生

態学的な要件、どうやったら保全できるかといったような対策も掲載されてい

ます。侵略種などについても記述はされていますが、それだけではなく今日ご

説明したいと思っているたくさんの情報からできているのです。 

このIUCNのレッドリストというのは、最も信憑性のある、科学に依拠した信頼

のおける、世界中の種の危惧の状態について計測することのできるリストであ

るということになっています。そしてそれを生み出すIUCNは三重螺旋の構造を

持つ組織といわれています。生物学の世界で三重螺旋というのは奇異に聞こえ

るかもしれませんが、つまり三者がからんでいるということです。世界中にい

る種の保存委員会の人たちと、IUCNの種のプログラムの人たちと、IUCNのメン

バーがそれぞれ関与してできている成果物といえます。 

IUCNのレッドリストというのは、IUCNの種のプログラムが管理し、かつ出版し

ている出版物です。SSC（種の保存委員会）というところがレッドリストについ

ての保存基準をつくっています。いろんな情報も提供し、いろんな活動もして

いますが、活動の源は実際にはSSC（種の保存委員会）だけにかかわらないもっ

と広範なものがあります。 

レッドリストはIUCNが出している出版物の中の旗艦出版物です。 

保全の対策について盛り込まれている情報ということでは、世界で一級のもの

ということになっています。 

世界中にある生物多様性のおかれている現状況について、モニタリングするた

めのグローバルな指数をレッドリストが提供しているわけです。 
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歴史をおさらいしてみましょう。レッドリストの考えはそもそも1963年にピー

ター・スコット（Peter Scott）卿によって発案されたものです。この方が、おか

れている危惧の程度に応じて定義を定め、地球上の野生生物について絶滅危惧

に瀕しているものたちの登録簿をつくろうといい出したのです。ここに当初の

出版物を記載しておきました。 

ただ実際の作業は、このかなり前から始まっていました。これについては時間

があればお話します。 

ピーター・スコット卿はそもそもSSC（種の保存委員会）の委員長を務めておら

れた方で、WWFを創設した方でもあります。 

【9】 

 

これは今まで出版されたものを示しています。 

この辺でご質問があれば、おしゃってください。 

 

【質疑応答】 

【Q】「保全のための活動」に関する情報とは具体的にはどんな情報が入っているのでしょうか。 



【ジェーン】あとで詳しくお話しようと思っていたので、もう少しお待ちいただければと思いま

す。どういった保全のためのアクションがありうるのかということは、たいていのものはレッド

リストの中に書いてあります。 

 

【Q】レッドリストとレッドブックはどのような違いがあるのでしょうか。 

【ジェーン】いいご質問ですね。レッドリストというのは、もともとは本の形で出版されていま

した。その前はリストの形で出ていました。現在はWebサイトの形で掲載されています。この辺

の情報についても、後ほど詳しくお話します。 

レッドリスト=レッドブックかと思われると思うのですが、もはやそういう形にはなっていない

のです。 

 

 

Who is involved? 
【11】 

 
それでは作業に誰が関与しているかお話したいと思います。たぶん多くの方々

はIUCNの組織についてはご存知だと思います。さきほど三重螺旋方式になって

いると申し上げましたが、IUCNのメンバーの人たちと、政府関係者の方たちと、

NGOの方たち、また何名か今日この部屋にも集まってきていただいている方た

ちが入っています。 

【12】 



 

6つ委員会があるのですが、そのうちのひとつがSSC（種の保存委員会）です。 

 

他の委員会に関係なさっている方で、今日いらしている方はいますか？ 

 

IUCNの事務局の構成は、62か国にわたって1,000人以上の職員がいます。その長

を務めるのが、ジュリア・マートン・レフェベル事務局長です。これは組織図

全体なのですが、私がどの辺に位置しているのか確認しておきます。私の直属

の上司はブルーで示されているウイリアム・ジャクソン次長です。バルセロナ

で選出されたサイモン・スチュワートさんが、このSSCの委員長でもあります。

そしてIUCN理事会というものが横についていますが、ここの命令指揮権の下に

ついている人が私のさらなる上司であるジュリア・マートン・レフェベル事務

局長なのです。 

SSCと種プログラムの間は連携関係にあります。 

 

これはもう少し詳しく「種プログラム」を説明したものですが、ご説明する必

要はないので割愛します。 

 

これは種プログラムの人たちの組織図です。詳しくはご説明しませんが、これ

をご覧になるとすごくたくさん人がいるんだなと思われるかもしれませんが、

この人たちは実際はプロジェクトごとの資金を得て働いている人たちなので、

思ったほどフレキシブルに動けないという悩みがあります。 

【15】 



 

スタッフの写真です。 

 

【17】 

 

SSCの中には100のスペシャリストグループがあり、それぞれチェアー（長）と

いう人がついています。それに加え、レッドリストオーソリティというところ

からなっております。内訳は哺乳類、植物、鳥類、魚類、両生類、爬虫類、無

脊椎動物、リセプラナリィというのは各分野別、LRAというのはレッドリストオ

ーソリティということです。 

SSCのスペシャリストグループのそれぞれのチェアー（長）を務めている人たち

が初めて一同に会したのが2008年のUAE（アラブ首長国連邦）でのことでした。

初めて会ったなんて予想外かもしれませんが、本当です。ですから話が尽きる

ことがありませんでした。 
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現在ここに書いてあるのが、レッドリストのパートナーシップ、レッドリスト

づくりにおいて支援していただいている提携先です。現状としては、コンサベ

ーション インターナショナル特にセンター フォー アップライド バイオディ

バーシティ サイエンス、およびアメリカのネイチャーサーブ、ロンドンにある

インスチュートオブZoologyとバードライフというところです。近々あと5つ新た

に加わるはずです。テキサスA&M大学やキューガーデンの人たちBGCI、ローマ

大学、およびアーカイブ関係をやっているワイルドスクリーンです。 

 

誰がどういうふうに作業に加わっているかというメンバーの話をすると、皆さ

んたいくつされてしまうかもしれません。しかし、これはレッドリストのガバ

ナンスにとってとても重要なことなのです。というのも、このごろは種につい

てどういう評価をしているんだということで外部からチャレンジを受けること

が多いので、それに対して十分答えられるように、どういう人がかかわってい

るかということをお知らせすることはとても重要なことなのです。 

このへんで、また何かご質問があるでしょうか。 

 

【質疑応答】 

【Q】レッドリストオーソリティ（RLA）というものの役割について教えてください。 

【ジェーン】あとでご説明しようと思っていました。 

 

 



How many species have we assessed? 
 

【21】 

 

では、今までいくつの種を評価したかというお話をします。まだ47,677だけです。

じゃあ世界全体でいくつの種があるかということですが、正確にはわかりませ

んが、少なくとも1,500万種はあるということです。実際に名称が付いて知られ

ている既知の種は180万種くらいでしょうか。まだまだ先は長いのです。それで

も我々のやっている作業というのは、種のおかれている保全状況を知るには、

世界で一番参考になるものです。 

 

世の中にレッドリストと称すものは、これ以外にもいろいろあります。それは

IUCNが提供しているカテゴリーとか基準とかを使っていないものでして、昔の

基準を使ってつくったリストもあります。レッドリスト上に現在掲載されてい

る種の数は増えつつあります。記載されているからといってすべてが絶滅危惧

ではないということは申し上げたとおりです。できるだけ分類学上の対象範囲

を広げていきたいと思っています。また多くの種というのは、リアセスメント

再評価ということで複数回評価するものもあります。2008年に処理した種の数

は23,000で、そのうち4,000件は新規にレッドリストに加えられたものです。あ

とに書いてあるものはもうすでに説明したので割愛します。 
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今まで評価したものは両生類、哺乳類、鳥類及び爬虫類の一部です。今後やっ

ていかなくてはいけないのは、植物、海洋種、淡水種、及び無脊椎動物です。 

 

これまでのところで何かご質問ありますか。 

 

【質疑応答】 

【Q】微生物は入らないのでしょうか。 

【ジェーン】微生物自体を評価するのは大変なのですが、それ以上でしたら何でもレッドリスト

の中で評価できます。いいご質問をいただいてありがとうございます。 

 

 

How does The Red List Process work? 
【27】 

 

これからはプロセスのお話を詳しくしていきます。 

もう一度レッドリストの目的のおさらいをしてみましょう。この地球上の絶滅



危惧のスピードを減らすために何をやったらいいかということで、そのために

一番保全が望まれる種について文章化し特定をするというものです。ふたつめ

の目的は、世界の生物多様性についての現状についてモニタリングできるよう

なグローバルなインデックスを提供するということです。 

【28】 

 

実際にどうやって作業するのかということですが、5つの基準に照らし合わせて

類型化（分類）します。評価基準はA、B、C、D、Eとわかれています。 

Aは個体群の減少、Bは限定された地理的分布、Cは小さな個体群のサイズと減

少、Dは非常に小さいが、限定された個体群、Eが定量分析です。 

この基準に照らし合わせて8つある類型の中で分類をするわけです。もちろん種

を対象にして基準に照らし合わせて評価をするわけですが、全種を評価してい

るわけではありません。データ不足で、絶滅危惧に該当するのかどうかという

のが判断できないものもあります。それらは、「評価したけれど、結局結論は

得られなかった。それはデータ不足だった」というふうに扱われます。 

 

もちろんデータが十分あればそれを評価して絶滅危惧の中に再分類されている

ものがあるので、どこに入るか分類するわけです。軽度懸念とか準絶滅危惧と

か危急絶滅危機、絶滅寸前とあり、一番悪くなれば絶滅となります。 

これは全部Webサイトに掲載されており、最新の基準なども入っています。 

開発されたカテゴリー、基準というものはグローバルなレベルで使われていま

す。 

もちろん地域のレベルとか国のレベルで評価することは可能ですが、その場合

には使われるガイドラインが違うということになります。 

またひとつのエリアに限って種に対してグローバルな形から評価することもで

きます。 



現場で評価した後、その結果がレッドリストに載り、成果物がWebサイトに掲載

されています。 
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この写真にあるようにある種に関してのエキスパートを集めて、ワークショッ

プという形で一同に介して作業をしてもらいます。 

これは両生類について作業をしているところですが、同じ両生類でも集まって

もらうエキスパートの専門範囲というのは少しずれがあるので、いろいろな側

面から見られるようになっています。 

各人フィールドワークをすませた後、このように一同に介してどうやって評価

したものか相談するのです。その先は後でご説明します。関係者が一同に介す

ということが重要なのです。 

評価するのに使うツールとかIT関係の開発には特にこの5年間力を入れて投資し

てきましたので、めざましい発展があります。SISと呼ばれていますが、ITイン

フラに投資をした結果です。こういったツールを使ってトレーニングするとい

ったことがとても重要になってきています。 

【32】 

 



これがスピーシーズインフォメーションサービスSISの内容です。間違いを侵す

ことがないようにと設計されています。 

【34】 

 

次に一貫性をチェックするということで、クオリティーコントロール品質管理

するために評価された結果ができます。ケンブリッジにいる私の同僚がレッド

リスト班の中でチェックをするわけです。つまりちゃんと必要な情報が記載さ

れているかどうか、ワークショップでの作業は一貫性を保っていたのかどうか

などいろいろな点にチェックを入れて、基準が一律に守られているか等をみま

す。詳しいことは後でご説明します。 

 

IUCNのレッドリスト班にいる人たちは異議や相談も受け付けています。という

のも、レッドリストに記載されているものをウエブリストでご覧になって、こ

れはおかしいんじゃないかと異論をはさむ方もいらっしゃるので、そのために

異議申し立てができる相談の制度があります。 

 

【35】 

 



次に、レッドリストオーソリティの話をします。評価を行う人は、評価者と呼

んでいます。一部はIUCNの事務局でやるものもありますし、グローバルな形、

それからレッドリストオーソリティでやる場合もあるし、地域のレベルでやる

場合もあるということで、評価はいろいろなレベルで行うことができます。 

レッドリストの評価結果は、レッドリスト班に対して誰でも提出することがで

きます。IUCNのほうで全国レベルでも、地域のレベルでもそれぞれ作業が行わ

れているので、そこからあがってきた評価も提出できます。もしくはIUCN自体

が世界各地に地域事務所を置いていますので、そこ単位で評価が行われる場合

もあり、その評価結果もレッドリスト班にあがってきます。 

まずこの評価した結果についてレビューがされて、その結果がIUCNのレッドリ

スト班にあがってきます。そしてそれをチェックするのが、レッドリストオー

ソリティということです。レッドリストオーソリティというのはいわばピアレ

ビューをやるところ、つまりあるジャーナルに論文が掲載される前の段階にお

いて行われるピアレビューをする機関と思っていただいてけっこうです。 

レビューされていない評価結果もあります。これもIUCNのレッドリストユニッ

トにあがっています。複雑になってしまうのですが、レッドリストオーソリテ

ィのほうにまわる、もしくはスペシャリストグループのほうにまわる、もしく

は独立して存在しているレッドリストオーソリティのほうにあがるといったい

ろいろな場合があります。 

右側のほうはレッドリストオーソリティが見ることになっているのですが、レ

ビューされていないものについては必ずIUCNレッドリストユニットかレッドリ

ストオーソリティのほうに依頼をしてチェックを入れてもらうということにな

ります。 

非常に複雑な関係になっていておもしろくないと思われるかもしれませんが、

このごろレッドリストに掲載されているものについて各所からいろいろな異論

が出ているのです。科学的なペーパーもたくさん出ていまして、レッドリスト

に掲載されているものはちょっとおかしいんじゃないかと意義を申し立てるケ

ースが非常に増えているのです。それはかまわないのです。そもそもレッドリ

ストというのはオープンで、誰でも何でも意見を言えるようになっているので

すから。 

ホッキョクグマの例をとりますと、IUCNのスペシャリストグループとレッドリ

ストオーソリティが1週間でこれはvulnerableと類型されるべき絶滅危惧である

というふうに判断を下しました。なぜかアメリカのブッシュ政権のときでして、

気候変動が起こっているからということもあったのですが。結局異論をはさむ

人もいるということで、慎重にやらなければいけないということです。vulnerable

というのは、危急という類型です。 



 

【36】 

 

次にレッドリストの文章化についてご説明します。 

すべてレッドリストに掲載されている種というのは、証拠文書をつけなくては

ならないとなっています。それを持ってカテゴリーの分類や、基準、どうして

こういうふうになったのかということを正当化するということです。またレッ

ドリストデータというのは分析可能になっています。というのは、すべての情

報は標準型の分類コードを使ってコード化されているからです。詳細は割愛し

ますが、基準としてどういうものに配慮しなければいけないかということをこ

こにリストアップしておきました。 

【37】 

 

レッドリストの中で研修を行うというのは、とても重要なポイントです。 

この写真はスイスの本部で撮ったものです。 

実は今IUCNは新しい本部のビルをジュネーブで建設中で、最初の鍬入れ式をや

ったところです。昨年の写真ですが、事務局長が写っています。新しく建てら

れる本部ビルは、非常に環境に配慮したものになっています。リードの認証で



プラチナのランクをもらうことになっています。 

写真右上が新しいビルの中に設けられている訓練研修センターです。私も来週

引っ越すことになっています。 

トレーニングだけでも立派なテーマになります。これだけでセミナーを開かな

ければいけないくらい大きなものです。なにしろ研修の人数が多いということ

と、トレーナーのトレーニングをやらなければいけないということも緊急課題

です。 

これまでのところでご質問あるでしょうか。 

 

【質疑応答】 

【Q】哺乳類などはすべての種を対象にしているからいいですが、まだ対象としていない分野で、

評価対象とするものが絶滅危惧種にバイアスがかかっているようなことはないのでしょうか。 

【ジェーン】もっともなご質問だと思います。たとえばレッドリストに掲載されている植物の種

をご覧いただくと、どうしても絶滅危惧種に類型されているものに評価が偏りがちという現実が

あります。ですから各分類に基づいてサンプリングして、一律に評価できるようにもっていく必

要があると思います。どうやってサンプリングをするかといったことで参考になるサンプルイン

ディケーターのリストも、レッドリストの中にあります。できるだけバイアスがかからないで、

全種の分類を対象にしておしなべて評価ができるように図ってはいるのです。ただこのお話は、

もうひとつセミナーを開かなければいけなくなりますが。 

 

【Q】1994年にレッドリストカテゴリーができてから、できる限りEの基準で量的なデータがあれ

ば選ぶということになっていて、日本の研究者はなるべくこれに基づくべきだと言っています。

ただアメリカマナティはたくさんのデータがあっても、アフリカマナティのデータはないという

こともあります。マグロなどはそういった基準で選ぶと科学的じゃないじゃないかと批判があり

ます。こういったことについてどういうふうにお考えでしょうか。 

【ジェーン】いい点をついていただいてありがとうございます。私もおっしゃったことに100％

同感です。つまりデータがあれば、いろいろな技術があるのでそれを併用することによって分析

できますが、世界中データの揃っていないものはたくさんあります。しかし、植物学者とか科学

者はその目で見て、現場に行って何があるかということがわかっているわけですし、どこに生息

しているかということも目で見てわかっているのです。こういった自分の目や足で集めた特別な

知識も重要であるので、いろんなアプローチを駆使して調べるべきではないかと私は思っていま

す。 

またマグロの話をされましたが、これは今非常に話題を呼んでいるテーマなので触れたいと思い

ます。だから、慎重にやらなくてはいけないと。特にマグロは政治的な関心のテーマになってし

まいましたので。マグロのリスティングについても、IUCNの専門家が内容のアップデートをしよ

うとしているのですが、世の中が政治化してきたということで今は控えています。しかし我々と



しては、マグロについてはワシントン条約のアペンディクス1に載せるという提案がありますが、

これに対してIUCNとしては科学的な助言を出しています。こういった分析を提供するということ

も我々のやっている仕事の一部です。これについても現状を後でお話することはできます。 

 

【Q】レッドリストに関連して、いろいろなところに科学的な情報データベースが存在していま

すが、こういった科学的なデータベースはどのようにマッチングするのか、参考にするのでしょ

うか。 

【ジェーン】評価するときには手に入るものは何でも、世の中から情報をもってきて使うという

ことをしています。ワークショップに集まってくる専門家の人たちも、随時オンラインであると

あらゆる情報源を検索しているわけなので、全部見るようにしています。しかし世の中にあるデ

ータベースがあまりにも多くなりすぎたというのが大きな悩みです。 

 

【Q】リージョナルプロジェクトについてもう少し聞かせてください。 

【ジェーン】地域ベースで絶滅危惧になっているものについては、また別のカテゴリーが追加的

に用意されています。これは第2のパワーポイントのセットに関連していることです。そこまで

いく時間があれば、ご説明できると思います。 

 

【Q】私は鳥に関心をもっています。IUCNの最近のレッドリストを見ますと、昔からの伝統的な

分類学では同じ種であるが、亜種の違いというふうに私たちは勉強してきたのですが、IUCNでは

それぞれ別種であるとわけられています。これには非常に違和感を覚えるのですが。 

無理にこれは絶滅危惧だからということで、新しい種として認定してしまうというのは乱暴に思

えるのです。 

【ジェーン】鳥類のレッドリスト化をやっているのは、パートナーのひとつであるバードライ

フ・インターナショナルです。確かに彼らとしては、種と亜種とそれぞれ別に評価していること

で混乱が生じているということは知っています。別々にやってしまうので混乱が生じるんだろう

なというところまでは知っています。満足いくお答えにならなかったかもしれませんが、バード

ライフとしてはできるだけ分類の内容については安定化しようと思っているわけで、これはレッ

ドリストのものにとっては助かっていることです。分類学自体が安定していないと、レッドリス

ト化も煩雑になってしまいます。 
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【39】 

 

Webサイトにレッドリストは載っていますということで、これがアドレスです。 

全部字を読み上げることはしませんが、ひとつ例をあげることで、こうやって

Webサイトが利用できますということをお話します。 

【40】 

 

これがレッドリストのリストです。Webサイトに入っていただくと、このような

感じで出てきます。絶滅危機ということで、タスマニアデビルの例が類型化さ

れています。これはレッドリストでいうところの、金鉱ゴールドマインだと私

はいつも言っています。 

いろんな関連情報が載っています。評価情報ということで、カテゴリーとか基

準とか、評価者（アセッサー）とエバリュエーター両方の名前が載っていて、

いつやったか、どういうふうにやったかというここでちゃんとピアレビューが



されましたということが確認されています。 

必ず地図をつけなければいけないことになっています。生息地や生態系関係の

情報も載っています。 

どんな危惧があるかということも、主なものを拾って書いてあります。 

ここに保全対策というものが載っています。先ほどご質問いただいた点ですが、

もちろんこれはすべての対策を網羅しているわけではありません。でもここか

ら始めることができれば、幸先のいいスタートではないかということです。 

 

 

The IUCN Red List brand 
 

IUCNレッドリストのブランドの話をします。 

リストといっても実際は、いろんな情報が詰まっているものであって、リスト

というのはもう間違った呼称になってしまっています。しかしもう有名になっ

てしまったので、名称を変えることはできません。 

レッドリストはブランド的には、WWFパンダについで世界で第2番目に有名な保

全機関の名前になるのではないでしょうか。 

一級のブランドをもつということは、保全にとってはいいことだと思います。 

【47】 

 

こういった新しいロゴをつくりました。非常に感情に訴えるもの、強力なもの

である、複雑だということなのです。複雑だというのは世の中自体が複雑です

し、かつレッドリストにかかわっている人たちも非常に複雑だということです。 

これはロゴですが、いろんな人にパーツにわけて何だと思いますかというふう

に聞きます。左上は葉っぱでもあるし、水滴でもあるし、塩水かもしれないし

淡水かもしれない。右上のものは哺乳類の足跡かもしれないし、昆虫の産みつ



けた卵かもしれない。 

ロゴを新たにつくろうと思うと、どんなに大変かというのは皆さんもご存知だ

と思います。レッドリストのロゴですごいところは、「いやだ、こんなの大嫌

い」という人は誰もいないということです。それだけでもいいロゴだと思って

います。でもここで、皆さん「私は嫌いだ」とおっしゃらないでくださいね。 

世界中で、動物園とか水族館、植物園等々でこのブランドをプロモートしてい

きたいと思っています。 

 

たとえば動物園の檻の中にある哺乳類が入っていたとしましよう。ノット・エ

バリュエイテットというのは評価されていないということなのですが、現状と

しては動物園でも水族館でも植物園でも、そこにいるものはレッドリストでか

なり評価されているものが多いということです。評価して類型する、分類する

わけです。そうして分類したものには、IUCNの成果物としてちゃんと今説明し

たロゴがついています。 

矢印がついていますが、軽度懸念から始まって一番悪くなると絶滅ということ

になります。 

ふたつ矢印がついているということは、軽度としてはふたつ考えられるという

ことです。絶滅の一途をたどってしまうか、または軽度懸念まで戻すことがで

きますよという意味です。 

動物園や植物園にとって、この野生絶滅は重要なことです。野生絶滅になると

大変だということで、施設内部でも生息地以外のところで育種などを一生懸命

やっているのです。絶滅に入ってしまうと、もうこれ以上矢印も動きようがな

い、先がないということになってしまいます。 

【49】 

 

これはボタンと呼んでいるのですが、いろんなバージョンがあります。独立し

て存在するものもあるし、長期にわたるロングスケールというボタンもありま



す。また短いほうのボタンショートスケールもあります。レッドリストのWeb

サイトでも、こういったスケールを使っています。地図もWebサイトに掲載され

ています。 

 

レポートには、必ずロゴがついています。 

こういったロゴも使って、目で見ればわかるようにしています。ロゴは委員会

の人、事務局の人、パートナーの人、メンバーの方、また植物園とか水族館、

動物園関係者等々含めて、真剣な目的をもっていればどなたにもお使いいただ

けます。 

 

【64】 

 

ロゴは、いろいろなところに使っていただけます。檻につけてもいいし、ポス

ター、パンフレット、本、写真のキャプション、Webサイト等々に付与できます。 

このWAZAという世界の動物園、水族館団体もIUCNのメンバーになっていただ

いています。実はこの組織も今度の新しいビルに入ることになっています。 

【65】 

 



我々の事務局長がWAZA（ワザ）の事務局長さんと握手している写真です。 

【66】 

 

これはイギリスのペイトン動物園の写真です。WAZAの人たちに動物園、水族館

でこのロゴを使ってくださいと奨励しているところです。そして実際使っても

らっています。 

【67】 

 

イギリスのブリストル動物園です。 

動物園と水族館では、同じロゴでも使い方が違うなと思っているかもしれませ

ん。これは、各施設のマーケティング（販促）の人たちの好み、趣味がそれぞ

れあるということです。同一のブランドを使っているけれども、その活かし方

はいろいろあります。これはすごくいいことだと思います。 

私からお聞きしたいです。日本の動物園にも、このロゴを使っていただけるで

しょうか。ぜひIUCNの日本委員会の方に真剣に考えていただけるとうれしいで

す。 

野生種がどういう状況におかれているのか、レッドリストを通じてわかってい

ただくことは重要だと思っています。このところ、何が野生の動物で、植物で



ということがわからないような状況になってしまっています。生物多様性の重

要性は次世代にも受け継いでいかなければいけないことですので、ご利用いた

だければと思います。それさえできなければ、生物多様性の保全は絶望的にな

ってしまいます。 

ここまで何かご質問があればお願いします。 

 

【質疑応答】 

【Q】先ほど分布図のスライドがありました。以前SSCのスペシャリストグループの方が来てクマ

の分布図の線引きをしたのです。かなり荒い線の引き方をしていたのですが……。分布図の線引

きをする基準とかルールといったものは何でしょうか。 

【ジェーン】次のプレゼンの中でご説明しようと思っていました。線引きはすごく複雑です。 

 

 

What does The IUCN Red List tell us? 
それでは再開させていただきます。今日いらっしゃっている方の中で、WAZAの

日本のメンバーがいらっしゃるとうかがったので、関連書類を翻訳させていた

だいてお届けしたいと思います。 

今年は国際生物多様性年にあたりますので、この年に日本の動物園も我々のロ

ゴを使っていただけると発表していただけると素晴らしいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

昨日のシンポジウムにいらした方いらっしゃるでしょうか。昨日お話したこと

で一部はレッドリスト関連のことでしたので、その辺をお話します。 

【69】 

 

お話してきたように我々が評価している種については、かなりのことがわかっ



ています。すべて分析した結果、コード化されています。ここに書いている「ワ

ールドライフ イン チェインジングワールド」というのは、バルセロナの大

会に備えてつくられたものです。これがIUCNのレッドリスト関係のWebサイト

で一番ダウンロードされているものです。 

 

いろんな章から成り立っているのですが、これをご覧いただくと、今日ご質問

いただいたことへの多くの答えが入っています。 

テーマ的には気候変動、サンプリングのアプローチ、地域ベースの作業として

は地中海を対象にしたものもありますし、お話した海洋種の話も入っています。

一応書籍という形で出したのですが、印刷版は部数はそれほど多くありません。 

【71】 

 

これは分析内容の例ですが、いろんな種にわたって完全に評価を行っています。

カテゴリー分けとしてはデータ不足だったもの、絶滅というふうに類型された

ものまで、いろいろあります。 

【72】 

 

これは淡水系の生物多様性を示したものです。詳しくはご説明しませんが、詳



細はWebサイトのほうに載っています。 

【73】 

 

これが海洋系に対しての生物多様性です。もちろんすべてを評価はできません

が、一応プロジェクトは立ち上がっています。いくつか種を選んでやっていま

す。もちろんそれなりに基準を使って選択をしました。サンゴ、一次生産系、

マングローブ関係の種、海草なども入っていますが、すべてを対象にすること

はできませんでした。 

【74】 

 

これは両生類と哺乳類を比較した結果です。色づけで出ていますように、種単

位として絶滅危惧に至っているかいないかという類型はバラバラです。 

【75】 



 

皆さんレッドリストを出すたびに気が滅入るとおっしゃるのですが、その中に

はいいニュースも入っていますのでちゃんとお伝えするようにしています。 

2008年末にレッドリストを出したときには、いくつかいいニュースも入ってい

ました。ここに書いてある通りです。 

昨日も申し上げましたように、対象をちゃんとしぼって保全努力をすればそれ

なりに成果は上がります。うまくいった例は幅広く人々に伝える必要があると

思います。 

【76】 

 
これはIUCNのレッドリスト・インデックス指数といわれているものです。少し

技術的になりますが、私はこれはレッドリストの中でも最も重要な点のひとつ

だと思っています。昨日お話しましたので、多少重複する面があるかもしれま

せんが、ご了承ください。 

2002年当時に、世界的に政府が合意をして2010年までの目標を設定しました。

2010年までに生物多様性の損失率を減らしましょうということになったのです

が、何を論拠にしてその目標が達成できたと評価できるのでしょうか。という



のは、そのための裏づけするデータがあまりないからです。 

みんな軽度懸念に入ってしまうのが一番いいわけで、これを目指しているわけ

です。縦軸にとった1が理想的ということです。 

その対極にあるのが一番下の0、絶滅ということです。 

本当は複雑な数学的な作業がかかるので、今日は説明できないのですが、指数、

インデックスを計算することができるわけです。 

対象になっている種の群は少なくとも2回、複数回評価しています。 

 

最初にやったのは鳥類です。鳥類が一番評価対象になっているということで、

グループとしては5回ちゃんと見られているわけです。結果はそれほど悪くない

んじゃないかと思われるかもしれませんが、理想的は軽度懸念の線から考えた

ら、それでも悪いということです。 

両生類は絶滅する危惧が1/3です。つい最近では、このクラスとして25％も減っ

ているというのがわかります。生息地が破壊されていることと、菌類の一部も

こんなに減っているということがわかります。 

今のところ哺乳類は鳥類と両生類の中間に位置しています。それでもどんどん

絶滅危惧の度合いが高まっています。特にアジアにおける絶滅危惧度が高いの

です。アジアにおいてはこういう種がいろんな目的で利用されているという現

実がありますので。 

サンゴ類は1990年代の中頃は危惧はなかったのですが、現在は惨憺たる状態で

す。つまりサンゴについてこれだけ注目が集まったのは、やはりIUCNの作業の

おかげだと思っています。どんどんディッピングポイントに近づいているとい

うことで。CO2濃度387ppmということでこんな形です。 

ただ種間における多様性が非常に大きいということで、もっとたくさんのグル

ープを見る必要があると思います。 

関心のある方はぜひレッドリスト・インデックス詳しいことをWebサイトでご覧

になってください。そして生物多様性条約局（CBD）によっても正式な指標と

して、2004年以来このインデックスは採択されています。ちょうど政府が目標

を設定した2年後でした。非常に役立っているし、結果は非常に断言性があると

認められております。ミレニアム開発目標（MＤG）についても採用されている

資料となっています。 

この辺でまたご質問どうでしょうか。 

 

【質疑応答】 

【Q】IUCNのレッドリストに載っているものは、必ずしも日本の環境省のつくっているレッドリ

ストに反映されていません。世界レベルの希少性と地域レベルや国レベルの希少性、またその種



を採用するか、どういうふうに活かすかというあたりについて、そういう政策に活かされるよう

にIUCNとしてやっていることはあるのでしょうか。 

【ジェーン】おっしゃるように世界には国別のもの、地域別のもの、いろいろなレッドリストが

出回っています。一部はIUCNの方式を採用していただいています。IUCNのシステムを使っていた

だいているものについては、国家間の比較ができるわけです。 

しかしIUCNのシステムを使っていなくても、非常に有用なレッドリストは世の中にいくつもあり

ます。アルゼンチンの例をあげましょう。アルゼンチンにおいては、4つの哺乳類に関するレッ

ドリストが出ています。それぞれとてもいい情報が載っているので、我々も参考にさせていただ

いています。我々はありとあらゆる情報を見たいと思っていますので。 

ご参考までに、地域レベルのレッドリスト・ドットコムというWebサイトがあります。これはIUCN

のシステムを使っていないレッドリストばかりを集めたものです。ぜひごらんになってください。 

最後にひと言。このミレニアム開発目標（MＤG）関連で申し上げると、IUCNのシステムを使って

いただけないと、インディケーターとして認められないということになります。この点は重要で

すので、ご留意ください。 

 

【Q】クリティカル・エンデンジャードという基準の中に、以前ポッシブル・エクスティンクト

を組み込もうかという話を聞いたことがあるのですが、ポッシブル・エクスティンクトというカ

テゴリーは今どのようになっているのでしょうか。 

【ジェーン】今も討議中なのです。というのも、多くの種について本当に実存するものがどうか

まだ判断がわかれているものがあるということです。証拠がないから、それ自体ないという証明

にはならないので、今でも討議中なのです。 

 

【Q】昨日のシンポジウムで、IUCNの2020年の目標として生物多様性の損失がゼロということを

発表されましたが、そのときに使う指標としてこのレッドリストを使うと考えていいのでしょう

か。 

【ジェーン】そのとおりです。興味深い点ですが、これはまだ話の決着がついていないのです。

私どもの見るところ日本政府のとっているお立場はIUCNの立場とは30年くらいずれがあると思

っています。つまりは科学と政治の接点の話だと思いますが、現状維持でやってしまったら、こ

んな目標は2020年になっても2050年になっても達成はできないということです。 

もちろんIUCNの掲げている目標は非常に野心的だというのはわかっておりますが、だからこそリ

ソースを十分投入して、それでもかなり高い目標を設定しないとできないので設定しているわけ

です。この目標をもう少し軽微なものにしたところで、達成は難しいというのが現状です。でも

放置しておいたらどうなるか、考えるだけで恐ろしいことです。ぜひ今の段階でビジョンを示し

ていただいて、リーダーシップを発揮していただき、確固たる政治的な意志を見せていただきた

いと思っています。 

 



【Q】レッドリストで一般の人が誤解するのは、レッドリストに記載されるともう法律的に保護

される種になったんだと思われる方が多いということです。しかし法律上の保護とレッドリスト

は全く別物です。法律上どの種を保護するのかということは、アメリカの種の保存法などでもよ

くもめることです。日本ではもっとひどい状況で絶滅危惧と思われている種のうち、種の保存法

で保護されているのはそのうちのほんの一部でしかありません。このへんをうまくやっている国

はあるのでしょうか。 

【ジェーン】とても興味深い点です。このレッドリスト自体が非常にパワフル（強力）であるか

らこそ、時によっては誤解されて、レッドリストに掲載されたら自動的に国別に保護種になった

りするのだろうと思います。でもレッドリストのやっている作業は、本当に科学的な根拠によっ

て裏づけされているものであるということなのです。たくさんの人たちが現場でやったことをベ

ースに構築されているからです。だからこそ、ご覧いただいたように組織図も複雑になっている

のです。いろんな人がからんでいるということで、システムとして頑健なものになっています。 

しかしIUCNとして、各国政府に対してこうしてくださいといったようなことは決して言いません。

もちろんメンバーレベルでは言っているかもしれません。世界の政府、NGOの数からいくと、IUCN

の心情としては政策にとって重要な情報でありたい、しかし政策に対していちいち処方的なこと

を言うのはできるだけ避けていきたいというふうに思っているのです。でも、これはホットなト

ピックなので議論がずっと続いているのです。アショーク会長などは、もう少し政策処方的にも

なっていいんじゃないかと言っていますが、うまいところでバランスをとらないとせっかく得た

政府、NGO、また科学者間の信頼を失いかねないので、非常に微妙な問題だと思います。 

今でも非常に議論を呼んでいるトピックということで審議が続いています。 

日米以外にモデルとなる国はありますかということですが、私が知る限りありません。 

各国政府は自由にやりたいことをやる、それこそが民主主義ということですから、やはり有権者

の方が我々の情報を得ていただき、有権者が理論武装をして能力強化をして政府に物申すという

順序になるのではないでしょうか。 

ワイルドライフサービスというアメリカにある政府機関は、そのメンバーの中にSSCのメンバー

もたくさんいまして、アメリカ国内で非常に勢力が強いので、絶滅危惧種というふうに認められ

ると保護される可能性が高いのです。ホッキョクグマについても、全くそのとおりだったのです。

危ないと思えばすぐに保護するといったような非常に勢力の強い政府機関がアメリカにはあり

ます。 

 

【Q】IUCNのレッドリストはスペシャリストがかかわっていて、トレーニングしているというこ

とですが、一般的な市民の段階までのPRはどのようにお考えでしょうか。というのも、私が受け

持ったクラスの2年3年の学生たち（留学生たち）に「IUCNを知っていますか」と聞いたら、誰も

知らなかったのです。「WWFなら知っている」というのです。 

【ジェーン】いいご質問をいただいたと思います。答えはイエスなのです。ブランディングでい

ろいろやろうとは思っているのです。つまりもう少し一般の方々にまで周知徹底をやろうという



ことで、いろいろ努力はしています。みなさんIUCNはご存知なくてもレッドリストは知っている

と答える方が多いのではないかと思います。レッドリストでも、IUCNのものとそうでないものと

ありますが、我々としてもできるだけ知名度をあげようとしています。 

 

 

【Q】IUCNの基準を勉強したいので細かい質問になります。1番目の質問は、無脊椎動物（インバ

ーティブレイト）について、昆虫も含めてとても大きな分類物にあると思います。それに対して

どういったインバーティブレイトを想定していらっしゃるのでしょうか。2番目の質問は、どの

ようなストラテジー（戦略）でインバーティブレイトに対しての情報を集めているのでしょうか。

3番目は、インバーティブレイトの微生物の境界はどこにおくのでしょうか。 

【ジェーン】第3番目のご質問が一番難しいですね。常識的に考えるということになりましょう

か。微生物はどこまでかということは、今申し上げても非常に大変なので申し上げられません。 

2番目の戦略ということについては、淡水の種と海洋の種があるということで、かなり海洋の種

については多数の無脊椎動物がすでに入っているわけです。詳しいことは、Webサイトで先ほど

申し上げた「ワールドライフ イン チェインジングワールド」をご覧いただきたいと思います。

特に海洋に焦点をおいたものがありますので、そちらをご覧になってください。淡水種について

は、多数の甲殻類とかトンボ類が入っています。今グローバルな評価を進めていますので、まず

は地域レベルでそれぞれ淡水、海洋について調べる、その後結果を持ち寄って合算することにな

ります。 

レッドリストオーソリティもこれにかかわっています。SSCの委員長がすでにふたりを任命して

います。ひとりは海洋系の無脊椎動物の専門家、もうひとりは地上系の無脊椎動物の専門家です。

略してマーラとターラと呼んでいます。このマーラとターラというのは特別なふたりということ

で、この人たちは世界中のすべての無脊椎動物についてのエキスパートがどこにいるかというこ

とが頭に入っているので、この人たちが交通整理機関のような形になってワークをしてくれるわ

けです。 

たとえば知名度のないような種について誰がエキスパートかとなったときに、今SSCにはそのエ

キスパートはいないので外から捜してこなくてはいけません。そこで、捜せるのはこのふたりが

いるからということです。今のところ、非常にうまくいってますし、フレキシブルにやっていま

す。 

なにしろ無脊椎動物=大きなチャレンジであるということです。それに負けないくらい大きなチ

ャレンジが、植物です。植物も対象が非常に広いので、どのグループを扱うのかということでま

だ議論がされていません。 

 

【Q】野生というものの考え方について質問します。先ほど動物園とか植物園との協力というお

話がありましたが、たとえば動物園や植物園で人工的に繁殖されたものが野生に戻った場合、

IUCNでは再導入のガイドラインもつくっていたと思いますが、再導入されて何十年も経ったら野



生に戻ったというふうに考えるのでしょうか。それとも、レッドリストの中ではもともと野生で

繁殖して育っている種というのが純粋な野生の種として考え続けるのか、知りたいと思いました。 

【ジェーン】興味深いご質問です。つまり何をもって野生とするかということ自体とても興味深

いことです。一部ですが、動物園、水族館の方々の協力を得ています。 

こういった人たちは自分の施設内で保全する目的の元で、自分ながらの育種プログラムをもって

います。ただ、なぜ育種するか、本当に保全の目的のためなのかということになると、必ずしも

そうではない場合もあるのです。 

実践的な観点からのお話をすると、種によっては再導入されて野生に戻す場合があります。かり

に適切に野生に戻すことがされて、モニタリングもされているとしても、その種は未来永劫再導

入されたものという表示（レッテル）は変わらないということだと思います。 

ただIUCNの公式データベースとして、十分追跡しているかとなると、たぶんそういったものはな

いと思うので、動物園の方のご協力を得るしかないと思っています。成功した例もあるのかもし

れませんが。UAEでのオリックスの例がありますが、これは家畜に害を与えたということがあっ

たということで、あまりうまくいっていない例もあるということです。が、いずれにしても我々

としては公式な見解はまだ出していないと思います。 

 

【Q】千葉県で地域博物館の学芸員をしていまして、地域のレッドデータブックに携わっていま

す。今地域では同定能力のある調査者が高齢化で減少していて、大きな問題になっています。解

決策はあるでしょうか。 

【ジェーン】これは全世界共通の問題だと思います。スウェーデンがあるプロジェクトをやって

います。スウェーデンだからこそできるプロジェクトとも言えます。スウェーデンの分類研究所

がスウェーデンにあるありとあらゆる種を対象として、今プロジェクトを組んでいます。その対

象物の中には無脊椎動物からコケ類、地衣類に至るまでありとあらゆるものが入っています。そ

してこれが本の形にして、次々と出版されているのです。種ごとに分布図などの地図をつけて、

記述説明もつけています。分類学者の中でも年長者を最優先して、その本に記載するようにして

いるのです。というのは、どうしてもいずれ亡くなってしまう方だからという理由です。目に見

える形で高齢化が大きな問題となっているという証拠でもあると思います。 

実は生物多様性条約の機構の中で、グローバルな分類イニシアティブというものが進んでいます。

このイニシアティブがどれくらい効果的かはわかりませんが、この点について政府にアピールす

るということでは、注目が集まっているということで今年（2010年）が最適です。生物多様性条

約のもとで若い人たちを分類学になじませて、それなりの投資をして訓練、育成していくという

点をぜひアピールしていただけると思うのです。こういう状況になってしまったこと自体、私自

身もとても悲劇的だと思っています。 

 

 



Publication of The IUCN Red List 
それではIUCNのPR関係のお話を少しいたします。毎回何か発表するたびに、全

世界的にマスコミの方から取材されるということでも、かなりの程度になって

います。 

【78】 

 

右側の写真は、コンサベーション・インターナショナルの会長が、この方は我々

の組織の副会長でもあられる人ですが、ワシントンで発表したときの動物園で

の写真です。マスコミの取材も多く、世間の注目を惹いているめざましいもの

があります。 

【79】 

 

実はIUCNの本部にいる事務局の人たちもどのくらいレッドリストを知っている

かということになると、ちょっと疑わしいのです。もしかしたら、内容につい

ては今日の皆様方のほうが詳しく知っておられるくらいです。ということで、

部内の人たちももっと啓発しましょうということで、少なくともレッドリスト



の出版発表日には、何か赤いものを身につけなさいといったようなことを言っ

ています。 

 

ただ苛立ちも感じているわけです。マスコミの注目は抜群なのですが、本当に

それが保全の対策につながっているのかということで。一部にはつながりもで

きていて、実際の保全のアクションにつながっています。これはマスコミとい

うよりは、レッドリストをご覧になってそれをリソースとして使っていただい

て。問題は何かということがわからないと対策はとれません。 

まず問題の所在についてわかってもらうということが第1歩で、それでアクショ

ンをとってもらう、そして何が絶滅危惧なのかということをわかってもらうと

保全措置がとれます。しかも、保全措置の内容についてはちゃんとレッドリス

トの中にどういう措置が取り得るかということが全部掲載されていますので。 

 

できるだけレッドリストのことをわかってもらうということで、啓発活動をや

っています。写真を載せるということが非常に効果的だと思っています。ロゴ

を考えていたときに、いろんな人の意見を聞き取り調査しました。私の娘と娘

の友達の意見も聞いたのです。オフィスに来てもらってWebサイトを見せて、ど

お？と聞きました。すると「全然おもしろくない。たいくつだ」と言われてし

まいました。 

娘の言ったとおりだと思いましたので、アーカイブの人の協力を得て写真を見

つけました。そしてそれをレッドリストに載せることにしました。今度発刊さ

れるヨーロッパのレッドリストに入っているアップデートに関しては写真が掲

載される予定になっています。 

もちろんこのシステムは科学者がやった作業の賜物なのです。私自身も科学者

ですが、他の科学者は一般の人とコミュニケーションするのが苦手なので、そ

のへんを気をつけなくてはいけないということと、人間というのは視覚に非常

に頼る霊長類で、写真がないと今の世の中コミュニケーションができないとい

うくらいになっています。ということで、次のことを考えました。 

 

今年（2010年）は国際生物多様性年です。「本日の種」ということで、毎日毎

日いろいろな種をその年のロゴもつけて紹介することにしています。最初に

UNEPがこういうアイデアはどうですかともってきてくれたのですが、私たちも

ずっと前から同じようなことを考えていたのです。本日の種ということで、毎

日紹介しています。写真にはスケールをつけて、どのくらいの状況の危惧のレ

ベルにあるのかということと、短い説明書きもつけて、決して科学者ではない

一般の方にもわかるような形で掲載したところ、好評を博しています。 



最初はPDFだけで始めたのですが、その後ウエブページもつくりました。一見し

たところシンプルに見えるのですが、この背後にはスタッフのたゆまない努力

があるわけです。SSCのチェアマン自体も協力してくれています。もちろん本日

の種も見られますが、昔に戻ってバックバージョンのものも見られますし、情

報がたくさんつまっています。 

いろんな団体の方がこれを使いたいということで、それぞれのWebサイトにこれ

を掲載してくださっています。ご興味ある方はご連絡いただければ、ご相談に

応じます。またツイッターを通じてつぶやきにもなっています。iphoneのアップ

にも使われるということで、いろいろな話が進行中です。  

【80】 

 

これはUNEPの事務局長のシュタイナーさんの名前をとってつけられた学術名

はここに書いてあるとおりで、カエルです。IUCNにおける私の以前の上司でも

あるということで、掲載されたその日に載りましたよと連絡しました。こうい

うのがあると、会話もはずみます。 

こういうことをやると一般の人がどういう反応を示すのかということがよくわ

かるので、非常に参考になります。ITコミュニケーションのインフラを駆使する

ことによっていろんな形で知識とかを収集できると。 

もちろんレッドリスト関係で広報官とかいるのですが、その人を通してだけで

はとても間に合わないので、創意工夫をして一般の人たちに伝えることがとて

も重要なのです。 

【81】 



 

これが本日載っている種です。本当は無脊椎動物とかコケ類とか地衣類の写真

をお見せしたほうがよかったかもしれませんけど。一応カバーはしていますけ

ど、今日の写真には載っていません。 

以上です。 

 

 

---どうもありがとうございました。これでお手元にあるスライドのモノクロの

ほうのコピーを10ページまで終わりました。あと、どうしましょうか。 

 

 

今のところファーストバッチだけ終わったのですが、残り時間どうしましょう

か。あと15分しか持ち時間がないので、10分間は質疑応答、残った時間で技術

的な話ですとかさせていただければと思います。 

その前にご紹介したいのですが、IUCNの日本のプロジェクトオフィスでいらっ

しゃる古田さんです。皆様方から今後レッドリスト関連のことを何でもフォロ

ーさせていただきますのでご紹介申し上げます。 

また日本の委員会でご活躍の吉田先生とスタッフの方もご紹介申し上げます。

保全ですとかレッドリスト何でもステークホルダーの動員ですとか、本当にお

世話になっております。日本で非常にいい活動が進んでいるのですが、もし日

本レベルでお答えできないような問い合わせがございましたら私、または私の

スタッフ本部のほうにお問い合わせください。よろしくお願いいたします。 

 

レッドリストの用紙は日本のIUCN委員会で翻訳したものがありますので、教育

用にとか、催し氏でお使いになりたい場合は言っていただければと思います。 

 

 



それではご質問を受け付けますので、どうぞ何なりとお聞きになってください。 

 

【質疑応答】 

【Q】日本でもレッドリストが発表されたときはメディアからの取材も多く、日本委員会として

WWFジャパンとかコンサベーション・インターナショナル・ジャパンと共同で対応するのですが、

レッドリストの発表の通知がいつも2日前くらいに「発表しますよ」となるのです。レッドリス

トの発表する時期というのは、決まっているのでしょうか。 

【ジェーン】いいご質問をいただきました。レッドリストの発表は、正直申し上げて非常に難し

いのです。私たちのスタッフは最後の最後まで一生懸命働いています。かつリソース不足なので、

いつも大変なのです。そこで私は新しいルール「ロックダウンデート」を設定しました。つまり

レッドリストにデータを入れるのであったら、6週間はデータとして入れたという実績がないと

外には発表したくないと思っているのです。しかし、最後に駆け込みで「この種を入れてくださ

い」ということが、必ずあるのです。新たな新規要請ということで、これだけでも50通くらいの

メールが来てしまうのです。そうすると押せ押せになって、結局余裕をもって発表日をお知らせ

できなくなります。これ自体大きな問題になっているということは、十分意識しておりますので、

何とか改善したいと思っています。 

 

【Q】先ほどから見ている地図はヨーロッパの大西洋中心の世界地図を見ていたような気がしま

す。東アジア、南アジアといったアジアの他の地域、また太平洋地域の最近の動きなどありまし

たら、お聞かせください。 

【ジェーン】一般的な状況ですが、アジアの哺乳類の状況をお話したいと思います。特に絶滅が

危惧される哺乳類の種を他の地域と比べてみます。 

アジア特有の問題の第1点は、消費の問題だと思います。つまり哺乳類種が食用に倒されてしま

う、もしくは医療用の効果があるということで消費されてしまうことがあります。四足のもの、

這っているもの、動くものはすべて食べてしまうということがよく言われます。それが合法であ

れ、違法であれ、問題になっていると思います。貧しい人たちはそれが食糧源になっていますか

ら、倫理的な問題もからんできます。種の保全を優先するのか、人間を優先するのかということ

で議論が出てくるところでしょう。 

特にトラが最たる例だと思います。トラもある部分が医療用に効き目があるという説があります。

ビルマのトラが特にいいという話もあるので、本当に医療用の効き目があるのか、私も専門家に

問い合わせたりしていますが、どこまで本当なのか疑いの念は残るわけです。 

トラについては、IUCNとしても思い入れが強い種なので申し上げたいのです。今年は生物多様年

でもあり寅年でもあります。今は世界中のあるとあらゆる団体が、トラは絶対に保護しなければ

ならないということで、実際に野生にいるトラの数より保護団体の数のほうが多くなっています。

アメリカが拘束しているトラの頭数は野生にいるトラの頭数よりも多いのです。トラの実物を見

たことがない人のほうが多いかもしれませんが、皆熱心にトラは保護しなければならないと言っ



ているわけです。生態系全体から考えても、トラを失ってしまうと生活自体がある部分欠落して

しまうということになるのです。実はこの話は政治が大いにからんでいるものです。政治の状況

があまりにもひどいということなのです。IUCNとしては、今はどっちかというと静観する態度を

とっています。というのは、他の団体がいろいろ出てきてしまって、自分たちこそ解決策ありと

自称していますが、これも本当にそうなのか疑わしい面もあるわけです。やはり政府が立ち上が

ってコントロールしなければいけないということもあるのです。 

IUCNというのは本来、基準をつくるところ、知識を蓄えるところです。保全法のひとつとして役

立っているのは、ゾウを守るという運動です。ここでは対話のプロセスをとても大切にしていま

す。 

スペシャリスト、科学者を集めることも大事ですが、政府が入ってこないと何も進みません。政

府の参加が欠かせないのです。ですから政府が入るような枠組みを我々がアレンジしたいという

ことをずっと言い続けています。でも、なかなかうまくいかず、今のところ具体的な成功例には

なっていません。 

 

本当に皆さん、今日はいらしてくださってありがとうございました。スライド

を手伝ってくださった方にもお礼を申し上げます。 

 

------------------------- 

---会場のほうの時間制限がきてしまいましたので、大変残念ながらここまでで

終わりにしたいと思います。ジェーン・スマートさん大変有意義なお話をどう

もありがとうございました。IUCNでいろいろと肩書きをお持ちですが、IUCNの

広報官というポストもぜひ手に入れて世界中まわっていただきたいと思います。 

最後にひと言だけ。今日は主催は生物多様性 JAPAN と、IUCN ジャパン、IUCN

日本委員会の共同主催でした。それから平成 21 年度の独立行政法人環境再生保

全機構の地球環境基金の助成を受けております。さらに平成 21 年度公益信託日

本経団連基金の助成も受けております。 


